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【議第１号】 

刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整理に関する条例について 

 

【議案書：１頁】 

◎ 改正の概要 

〇 法律の改正情報 

公布された法律 

〇刑法等の一部を改正する法律（令和４年法律第６７号） 

〇刑法等の一部を改正する法律の施行期日を定める政令（令和５年

政令第３１８号）  
条例改正に影響する施行日 

令和７年６月１日 

改正された法律 

刑法（明治４０年法律第４５号） 

〇 条例改正の趣旨 

刑事施設における受刑者の処遇及び執行猶予制度等のより一層の充実を

図るため、懲役及び禁錮を廃止して「拘禁刑」を創設するなど、刑法等の

一部を改正する法律が公布されたことに伴い、各条例中に定められている

懲役や禁錮について用語を改正するものです。 

 

◎ 改正の主な内容 

第１条 可茂消防事務組合個人情報の保護に関する法律施行条例の一部改正  

〇 懲役の用語改正（附則第３条関係）  

「懲役」を「拘禁刑」に改めます。 

 第２条 可茂消防事務組合情報公開・個人情報保護審査会条例の一部改正  

〇 懲役の用語改正（第１７条関係）  

「懲役」を「拘禁刑」に改めます。 

 

◎ 施行期日等（附則） 

 〇 施行期日（第１項） 

この条例は、令和７年６月１日から施行します。 

 ○ 経過措置（第２項）  

罰則の適用について、経過措置を定めます。 
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【議第２号】 

可茂消防事務組合個人情報の保護に関する法律施行条例及び可茂消防事務組合情 

報公開条例の一部を改正する条例について 

 

【議案書：３頁】 

◎ 改正の概要 

公文書の公開すべき情報及び個人情報の開示すべき情報から特定の個人が 

識別される情報を除くことにより、カスタマーハラスメントに対応する必要

性など正当な権利及び利益を保護するものです。 

 

◎ 改正の主な内容 

 第１条 可茂消防事務組合個人情報の保護に関する法律施行条例の一部改正 

〇 不開示情報としない情報の規定（第４条関係）  

不開示情報としない情報であった「公務員等の氏名に係る部分」を「削除」

とします。 

 

 第２条 可茂消防事務組合情報公開条例の一部改正  

〇 公文書の公開義務の規定（第６条関係） 

公文書における公開義務情報であった「公務員等の氏名に関する情報」

を削ります。 

 

◎ 施行期日（附則） 

 〇 施行期日（第１項）  

この条例は、令和７年４月１日から施行します。 

 〇 経過措置（第２項及び第３項）  

この条例による改正後の可茂消防事務組合情報公開条例の規定は、施行

日以後に行われる公文書の公開請求について適用し、施行日前に行われ

た公文書の公開請求については、なお従前の例とします。また、この条例

による改正後の可茂消防事務組合個人情報の保護に関する法律施行条例

の規定は、施行日以後に行われる保有個人情報の開示請求について適用

し、施行日前に行われた保有個人情報の開示請求については、なお従前の

例とします。 
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【議第３号】 

可茂消防事務組合消防本部及び消防署等設置条例の一部を改正する条例について 

 

【議案書：６頁】 

◎ 改正の概要 

可茂消防事務組合南消防署西可児分署（以下「西可児分署」という。）の庁

舎が新築整備及び移転すること伴い、西可児分署の位置を変更するととも

に、所要の字句の整理等を併せて行うものです。 

   

◎ 改正の主な内容 

 〇 分署の位置の改正（第４条関係） 

西可児分署の位置を「可児市東帷子１６８３番地１」から「可児市東帷子

１６７９番地５」に改めます。 

 

◎ 施行期日（附則） 

この条例は、公布の日から施行します。 
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【議第４号】 

可茂消防事務組合職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を改正する条例につい 

て 

 

【議案書：８頁】 

◎ 改正の概要 

大規模災害の被災地において、災害対策基本法（昭和３６年法律第２２３号）

に基づく避難指示エリア等の危険な区域を含む過酷な環境の下、 救助活動

等の危険を伴う業務に従事する緊急消防援助隊等の活動の特殊性を評価し、

類似の活動に従事している国家公務員、警察職員及び他の地方公共団体に属

する職員との処遇面での均衡を図るため、緊急消防援助隊等の活動における

特殊勤務手当の支給額について所要の改正を行うものです。 

 

◎ 改正の主な内容 

〇 種類の改正（第２条関係）  

「緊急消防援助隊出場手当」を「緊急消防援助隊等出場手当」に改正しま

す。これにより、消防組織法（昭和２２年法律第２２６号）第４５条第１

項の規定による緊急消防援助隊に従事した時に加え、同法第３９条第１項

の規定による岐阜県広域消防相互応援協定に基づく業務に従事した時に

も職員に手当を支給します。 

〇 緊急消防援助隊等出場手当について（第８条） 

緊急消防援助隊等出場手当の支給額を現行の「１，０００円」から「１，

０８０円（著しく危険な区域で活動した場合にあっては、２，１６０円）」

に改めます。 

〇 併給禁止について（第９条関係）  

第３条から第７条に定める手当の併給禁止について、追加で規定します。 

 〇 語句の整理等（第１条、第４条及び第１０条関係） 

今回の条例の改正に併せ、その他字句の整理等を行います。 

    

◎ 施行期日（附則） 

この条例は、公布の日から施行します。 
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【議第５号】 

令和７年度可茂消防事務組合市町村分担金について 

                       【議案書１０頁】 

◎市町村別分担金算出表 
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◎特別分担金の算出 

○ 市町村防災行政無線の火災放送に係る経費を実施市町で均等割り。 

令和７年度市町村防災行政無線による火災放送に係る特別分担金算出表 

（単位：千円） 

区分 

 

市町村 

Ａ 集中制御装置

保守費用 

Ｂ 集中制御装置

点検費用 

Ｃ 合 計 

（Ａ＋Ｂ） 

美 濃 加 茂 市 112 80 192 

可 児 市 － － － 

坂 祝 町 112 80 192 

富 加 町 112 80 192 

川 辺 町 112 80 192 

七 宗 町 112 80 192 

八 百 津 町 112 80 192 

白 川 町 112 80 192 

東 白 川 村 － － － 

御 嵩 町 112 80 192 

合 計 896 640 1,536 
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